
阪神高速道路株式会社

年 4 月 21 日

年 4 月 22 日

1. 1. 1.別表-2 別表-2に記載の通り、2016年度以降、別表-3

「競争参加資格の確認の基準日」までに完了し

た業務が対象となります。

したがって、業務完了日が2016年4月1日～別表-

3「競争参加資格の確認の基準日」までであれ

ば、評価対象期間内業務として認められます。

過去10年度分までの業務経験が対象（2016年度

以降、別表-3「競争参加資格の確認の基準日」

までに完了した業務が対象。）と記載されてお

りますが、業務期間が2015年6月10日～2016年6

月30日の場合、評価対象期間内業務として認識

してもよろしいでしょうか。

以上以上
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